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市のお知らせなど

 
■
市
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
は
、
納
付
期
限
の
日
に

指
定
の
預
金
口
座
か
ら
市
税
が
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
が

な
く
、
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。

﹇
対
象
と
な
る
税
金
﹈
市
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
、
償
却
資
産
税
、
軽
自
動
車

税
、
国
民
健
康
保
険
税
﹇
申
込
方
法
﹈

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
申
込
用
紙
を

郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
市
内
の
金
融

機
関
で
も
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

預
金
通
帳
と
通
帳
印
、
納
税
通
知
書

を
添
え
て
金
融
機
関
窓
口
で
申
し
込

み
を
﹇
問
合
せ
先
﹈
納
税
課

■
国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く

　

職
場
の
健
康
保
険
（
健
康
保
険
組

合
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
な

ど

）
に
加

入
し
て
い
る
か
、
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
方
以
外
は
、
す
べ
て
国
民
健

康
保
険
に
加
入
が
必
要
で
す
。

▼
保
険
税
の
納
付
は
加
入
月
か
ら

　

保
険
税
は
、
加
入
の
届
け
出
を
し

た
日
か
ら
で
は
な
く
、
資
格
を
得
た

月
の
分
か
ら
納
め
る
の
で
、
加
入
し

た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て（ 
遡  
及 
賦

そ 
き
ゅ
う

課
）
保
険
税
を
納
め
ま
す
。
遡
及
期

間
は
保
険
証
が
な
い
た
め
、
そ
の
間

の
医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。

▼
保
険
税
の
計
算
方
法

　

保
険
税
額
は
、
医
療
保
険
分
と
介

護
保
険
分
（　

歳
以
上　

歳
未
満
に

４０

６５

該
当
し
て
い
る
方
）の
合
計
金
額
で
、

下
表
の
計
算
方
法
に
よ
り
１
年
間
の

保
険
税
額
が
算
出
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
年
度
の
途
中
で
加
入
・
喪
失
が

あ
っ
た
と
き
は
月
割
で
計
算
さ
れ
ま

す
。
医
療
保
険
分
の
限
度
額
は　

万
５３

円
、
介
護
保
険
分
の
限
度
額
は
７
万

円
と
な
り
ま
す
。

 
﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
保
険
税

係■
ス
ト
ッ
プ
！
違
法
駐
車
〜
駐
車
違

反　

し
な
い
さ
せ
な
い　

街
の
声

　
「
こ
の
く
ら
い
な
ら
…
」と
い
う
甘

え
や
モ
ラ
ル
の
低
下
か
ら
、
駐
車
違

反
に
よ
る
多
く
の
「
迷
惑
」
と
大
き

な
「
危
険
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
う
一
度
「
迷
惑
駐
車
」
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
日
野
警
察
署
交
通
課

（
�　

・
０
１
１
０
）、
市
都
市
計
画

５８６

課■
民
生
委
員
児
童
委
員
の
紹
介

　

欠
員
地
区
が
あ
っ
た
た
め
、
４
月

１
日
付
で
、
市
が
推
薦
し
た
７
人
の

方
が
、
新
た
に
民
生
委
員
児
童
委
員

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を

受
け
ま
し
た
。
委
員
の
方
々
に
は
、

担
当
す
る
地
区
の
福
祉
に
関
す
る
様

々
な
相
談
を
受
け
、
解
決
に
向
け
行

政
機
関
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
活
動

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
任
期
は
、平

成　

年　

月　

日
ま
で
で
す
。

１９

１１

３０

　

高
齢
者
に
関
す
る
相
談
か
ら
児
童

の
健
全
育
成
、
子
育
て
の
悩
み
ま
で

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●国民健康保険税の計算方法（年間）

介護保険分＝①＋②(限度額７万円）医療保険分＝①＋②＋③＋④（限度額５３万円）

①所得割額：所得に応じて計算する額
　（前年の総所得金額－基礎控除３３万円）×
０.８４/１００

①所得割額：所得に応じて計算する額
　（前年の総所得金額－基礎控除３３万円）×５/１００

②資産割額：固定資産税額に応じて計算する額
　（本年度の固定資産税額）×１０/１００

②均等割額：世帯の該当者数に応じて計算する額
　（該当者の人数）×８,５００円

③均等割額：世帯の加入者数に応じて計算する額
　（加入者の人数）×１５,６００円

④平等割額：１世帯に７,０００円が課されます

﹇
北
部
地
区
﹈
杉
浦
靖
俊
（
日
野
本

町
２
の　

の　

�　

・
２
１
２
５
）、

１２

１３

５８１

宮
原
巳
早
夫
（
日
野
本
町
４
の　

の
２８

１
�　

・
０
０
７
０
）、
長
島
則
子

５８５

（
万
願
寺
４
の　

の
９
�　

・
０
６

１５

５８１

５
７
）、
奥
住
方
彦
（
栄
町
５
の
３
の

　

�　

・
５
８
１
３
）、
神
永
洲
子

１２

５８４

（
神
明
４
の　

の
８
�　

・
２
８
５

２５

５８６

７
）﹇
西
部
地
区
﹈
矢
内
和
子
（
東
豊

田
４
の　

の
６
�　

・
８
８
８
７
）

２０

５８７

﹇
中
部
地
区
﹈
滝
瀬
栄
子
（
多
摩
平

６
の　

の
４
�　

・
０
８
１
０
）﹇
問

４７

５８４

合
せ
先
﹈
生
活
福
祉
課

■
「
共
同
住
宅
扱
い
」（
二
世
帯
住
宅

・
集
合
住
宅
）
の
水
道
料
金

　

二
世
帯
住
宅
・
集
合
住
宅
（
社
員

寮
・
学
生
寮
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
）
で
、

次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場

合
は
申
請
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
水

道
料
金
の
「
共
同
住
宅
扱
い
」
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
呼

び
径　

ミ
リ
の
基
本
料
金
（
世
帯
数

１３

分
が
必
要
）
が
適
用
と
な
り
、
料
金

が
安
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
適
用
に
際
し
、
調
査
を
し
ま
す

﹇
二
世
帯
住
宅
﹈
�
世
帯
ご
と
に
、

都
の
水
道
メ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い（
水
道
メ
ー
タ
ー
は
一
つ
で
、

建
物
全
体
の
使
用
水
量
が
計
量
で
き

る
）
�
世
帯
ご
と
に
台
所
が
あ
る（
世

帯
が
独
立
し
た
住
居
と
し
て
生
活
を

営
ん
で
い
る
）﹇
集
合
住
宅
﹈
�
各
部

屋
ご
と
に
、
都
の
水
道
メ
ー
タ
ー
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
（
水
道
メ
ー
タ

ー
は
一
つ
の
み
で
、
建
物
全
体
の
使

用
水
量
が
計
量
で
き
る
）
�
各
部
屋

の
入
居
者
が
、
主
に
家
事
で
水
道
を

利
用
﹇
問
合
せ
先
﹈
水
道
業
務
課

（
�　

・
０
２
７
６
）

５８１

■
届
き
ま
し
た
か
？
浄
化
槽
清
掃
経

費
軽
減
証

　

浄
化
槽
の
使
用
に
は
、
定
期
的
な

保
守
点
検
と
年
１
回
の
清
掃
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
一

般
家
庭
を
対
象
に
、
そ
の
清
掃
経
費

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
市
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
に
は
、
３
月
末
に
「
平
成　

年
１７

度
浄
化
槽
清
掃
経
費
軽
減
証
」
を
郵

送
し
ま
し
た
。
未
申
請
の
方
や
「
軽

減
証
」
が
届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
平
成　

年
１５

６
月
１
日
以
前
に
下
水
道
が
供
用
開

始
さ
れ
た
区
域
の
方
に
は
、
こ
の
軽

減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

浄
化
槽
の
清
掃
は
、
次
の
許
可
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
許
可
業
者
﹈
�
日
野
衛
生
公
社（
�

　

・
３
１
７
７
）﹇
問
合
せ
先
﹈
ご
み

５８１ゼ
ロ
推
進
課
（
�　

・
０
４
４
４
）

５８１

 
■
ひ
と
り
親
家
庭
と
障
害
児
の
養
育

者
に
手
当
を
支
給

　

母
子
・
父
子
家
庭
、
障
害
を
お
持

ち
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方

に
各
種
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
左

表
参
照
）。
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な

い
方
は
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
等
の
制

限
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課
助
成
係

■
お
子
さ
ん
が
４
人
以
上
い
る
方
に

〜
多
子
世
帯
養
育
手
当

　

児
童
手
当
で
所
得
が
制
限
額
以
上

の
方
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

﹇
対
象
﹈
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
�　

歳
未
満
（　

歳
に
な
っ
た
年

１８

１８

の
年
度
末
ま
で
を
含
む
）
の
児
童
を

４
人
以
上
養
育
中
�
４
人
目
以
降
の

児
童
が
中
学
生
以
下
（
児
童
手
当
を

受
け
て
い
る
・
受
け
ら
れ
る
児
童
を

除
く
）
�
平
成　

年
中
の
所
得
が
制

１５

限
額
未
満
（
所
得
制
限
額
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）﹇
支
給
額
﹈
申
請

の
翌
月
分
か
ら
４
人
目
以
降
の
対
象

児
童
１
人
に
つ
き
月
５
千
円
﹇
申
請

に
必
要
な
も
の
﹈
�
印
鑑
�
申
請
者

名
義
の
預
金
通
帳（
郵
便
局
を
除
く
）

�
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
日
野

１６

市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成　

年
１６

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
で
発
行
さ

れ
る
平
成　

年
度
課
税（
所
得
）証
明

１６

書
﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課
助
成
係

■
転
入
前
の
住
所
地
で
児
童
手
当
を

受
給
さ
れ
て
い
た
方
へ

　

児
童
手
当
は
区
市
町
村
ご
と
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
転
入
の
際
は
、
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手

続
き
を
し
な
い
と
、
受
給
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課
助
成
係

■
乳
幼
児
医
療
証
の
申
請
を

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、
小

学
校
入
学
前
の
乳
幼
児
を
対
象
と

し
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
（
入

院
時
の
食
事
療
養
費
を
除
く
）
が
無

料
に
な
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
４

歳
児
以
上
の
養
育
者
に
は
所
得
制
限

（
平
成　

年
中
の
所
得
に
よ
る
）
が

１５

あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
４
歳
児
未
満
の
養
育
者
、
ま

た
は
所
得
制
限
未
満
で
現
在
乳
幼
児

医
療
証
が
な
い
方
は
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

﹇
申
請
に
必
要
な
も
の
﹈
�
印
鑑
�

お
子
さ
ん
の
名
前
が
記
載
さ
れ
た
健

康
保
険
証
�
平
成　

年
１
月
２
日
以

１６

降
に
日
野
市
に
転
入
の
方
は
、
平
成

　

年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
で
発

１６行
さ
れ
る
平
成　

年
度
課
税（
所
得
）

１６

証
明
書
﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課
助

成
係

 
■
義
務
教
育
の
教
育
費
の
一
部
を
援

助
し
ま
す

　

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行

費
な
ど
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。
前

年
に
引
き
続
き
援
助
を
希
望
す
る
方

も
、
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

﹇
対
象
﹈
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生

徒
を
養
育
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
家
庭
�
生
活
保
護
受
給
中
ま

た
は
昨
年
以
降
に
生
活
保
護
の
停
止

・
廃
止
を
受
け
た
�
昨
年
度
、
市
・

都
民
税
が
非
課
税
�
児
童
扶
養
手
当

受
給
中
�
経
済
的
理
由
で
子
ど
も
の

教
育
費
に
困
っ
て
い
る
（
所
得
制
限

あ
り
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
）﹇
申

請
方
法
﹈
市
内
の
学
校
で
配
布
す
る

申
請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

非
課
税
証
明
書
等
を
添
付
し
て
、
４

月　

日
�
ま
で
に
市
役
所
５
階
教
育

２０
部
庶
務
課
へ
※
４
月　

日
�
も
受
け

１６

付
け
。
指
定
日
以
降
に
申
請
し
た
方

は
、
申
請
の
翌
月
か
ら
の
援
助
﹇
問

合
せ
先
﹈
教
育
部
庶
務
課

■
日
野
市
子
ど
も
会
育
成
補
助
金
を

交
付
し
ま
す

　

市
内
で
活
動
し
て
い
る
地
区
子
ど

も
会
の
運
営
に
必
要
な
知
識
と
技
能

を
高
め
、
健
全
な
育
成
を
図
る
た

め
、
原
則
１
年
以
上
活
動
し
て
い
る

地
区
子
ど
も
会
に
対
し
て
、
そ
の
活

動
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。

﹇
申
請
方
法
﹈
４
月　

日
�
ま
で
に

２６

所
定
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
昨
年
度
の
実
績
報
告
書
を
添

付
し
て
、
市
役
所
２
階
子
育
て
課
へ

※
今
年
度
か
ら
補
助
を
申
請
す
る
団

体
は
５
月
６
日
�
ま
で
受
け
付
け

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■
万
願
寺
第
二
土
地
区
画
整
理
審
議

会﹇
日
時
﹈
４
月　

日
�
午
後
２
時
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時
会
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支　　給　　額　対　　　　　象

申請の翌月分から児童１人につき
月１３,５００円

　次のいずれかに該当する昭和６２年４月２日
以降生まれの児童を養育している父、母また
は養育者。
①父母が離婚②父または母が死亡③父または
母が重度の障害者④父または母が１年以上生
死不明⑤父、認知の父または母から遺棄され
ている（仕送り、連絡などが１年以上ない）
⑥父または母が１年以上拘禁されている⑦婚
姻によらないで出生（認知されていても認知
の父に扶養されていなければ受給可）

育 成 手 当

申請の翌月分から児童１人の場合
…月９,８８０円～４１,８８０円、児童２人
目以降は加算あり（所得に応じて
かわります）
※受給権は資格発生時から５年で
時効になる場合があります

　次のいずれかに該当する昭和６２年４月２日
以降生まれ（一定の障害がある児童は２０歳未
満）の児童を養育している母または養育者。
①父母が離婚②父が死亡③父が重度の障害者
④父が１年以上生死不明⑤父、認知の父から
遺棄されている（仕送り、連絡などが１年以
上ない）⑥父が１年以上拘禁されている⑦婚
姻によらないで出生（認知されていても、認
知の父に扶養されていなければ受給可）

児童扶養手当

申請の翌月分から児童１人につき
月１５,５００円
※障害児が一定の福祉施設に入所
している場合は受給できません

　次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を
養育している方。
①愛の手帳１～３度程度②身体障害者手帳１
～２級程度③脳性まひまたは進行性筋 萎縮 症

いしゅく

障 害 手 当

●各種手当の内容


